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告     示 

和歌山県告示第1048号 

瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第5条第1項の規定による特定施設の設置の許可

の申請があったので、その概要を次のとおり告示する。 

なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関す

る事項を記載した書面を、次のとおり縦覧に供する。 

令和4年9月16日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 申請の概要 

（1）申請者の住所、氏名又は名称及び代表者の氏名 

住所 大阪府泉佐野市上瓦屋558 

氏名又は名称 株式会社フタバ 代表取締役 松浪雅彦 

（2）工場又は事業場の所在地及び名称 

所在地 和歌山県岩出市高塚20 

名称 株式会社フタバ和歌山染工場 

（3）特定施設に関する事項 

別表1のとおり 

（4）汚水等の処理施設に関する事項 

別表2のとおり 

（5）排出水の汚染状態及び量 

別表3のとおり 

2 縦覧の期間及び場所 

（1）期間 

令和4年9月16日から同年10月7日まで 

（2）場所 

和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課及び岩出市生活福祉部生活環境課 

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報 
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 別表1 

種類 基数 能力 

使用開始

予定年月

日    

1日当 

たりの 

使用時 

間   

特定施設の使用時における汚水等の量及び汚染状態 

区

分 

汚水等 

の量  

(m3/日) 

pH 
BOD 

(mg/L) 

COD 

(mg/L) 

SS 

(mg/L) 

T-N 

(mg/L) 

T-P 

(mg/L) 

n-Hex 

(mg/L) 

第19号ト 

染色施設 
1 

最大 

50kg/回 

令和 

5.1.10 
6時間 

通

常 
0.5 

7.0-

8.5 
60 65 100 0.5 0.2 8 

最

大 
1 

8.0-

9.0 
75 100 180 0.8 0.4 9 

 別表2 

種類

及び

形式 

構造 

主要 

寸法 

(m) 

能力 

(m3/日) 

汚水

等の

処理

方式 

設置年月

日又は使

用開始予

定年月日 

汚水等の処理施設の使用時における汚水等の量及び汚染状態 

区分 
汚水等 

の量  
(m3/日) 

pH 
BOD 

(mg/L) 

COD 
(mg/L) 

SS 
(mg/L) 

T-N 
(mg/L) 

T-P 
(mg/L) 

n-Hex 
(mg/L) 

活性

汚泥

式排

水処

理装

置  

鉄筋

コン

クリ

ート

製、

一部

鋼板

製  

W18.0 

× 

L22.0 

× 

H10.0 

1,940 

活性

汚泥

処理 

既設 

通

常 

処

理

前 

1,360 9-10 247 267 90 17.6 2.3 22 

処

理

後 

1,360 
5.8- 

8.6 
85 85 85 10 1.5 20 

最

大 

処

理

前 

1,940 9-11 293 343 110 22.5 3.9 26 

処

理

後 

1,940 
5.8- 

8.6 
100 100 100 20 3.0 26 

 別表3 

排水口名 

排出水の量及び汚染状態 

区

分 

汚水等の量 

(m3/日) 
pH 

BOD 

(mg/L) 

COD 

(mg/L) 

SS 

(mg/L) 

T-N 

(mg/L) 

T-P 

(mg/L) 

n-Hex 

(mg/L) 

大腸菌群数 

(個/cm3) 

排水口No.1 

通

常 
1,360 

5.8- 

8.6  
85 85 85 10 1.5 20 － 

最

大 
1,940 

5.8- 

8.6  
100 100 100 20 3.0 30 － 

排水口No.2 

通

常 
0.6 

5.8- 

8.6  
10 10 5 18 2.5 3 1,000 

最

大 
0.8 

5.8- 

8.6  
15 15 10 23 4.0 5 <3,000 

排水口No.3 

通

常 
0.1 

5.8- 

8.6  
10 10 5 18 2.5 3 1,000 

最

大 
0.1 

5.8- 

8.6  
15 15 10 23 4.0 5 <3,000 

排水口No.4 

通

常 
雨水 － － － － － － － － 

最

大 
雨水 － － － － － － － － 

 

和歌山県告示第1049号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）第14条第4項の規

定においてその例によるものとされる場合を含む。）により指定した医療機関から廃止の届出があったの

で、次のとおり告示する。 
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令和4年9月16日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

指 定 

番 号 
名   称 所  在  地 

廃 止 

年月日 

有市医新 

21-26 

垣本内科医院 有田市宮原町滝川原512-3 令和 

元.12.31 

 

和歌山県告示第1050号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）第14条第4項の規

定においてその例によるものとされる場合を含む。）により医療機関を指定したので、次のとおり告示す

る。 

令和4年9月16日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

指 定 

番 号 
名   称 所  在  地 

指 定 

年月日 

有市医新 

26-04 

垣本内科医院 有田市宮原町滝川原512-3 令和 

2.1.1 

紀医新 

64-04 

きむら皮膚科 紀の川市花野496番7 令和 

4.9.1 

 

和歌山県告示第1051号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第1項の規定（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）第14条第4項

の規定においてその例によるものとされる場合を含む。）により施術機関を指定したので、次のとおり告

示する。 

令和4年9月16日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

指 定 

番 号 
氏   名 住所又は名称及び所在地 

指 定 

年月日 

東は新 

4-04 

東宜伸 東牟婁郡那智勝浦町狗子ノ川157-157（はり・きゅう） 令和 

4.5.24 

 

和歌山県告示第1052号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第1項の規定（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）第14条第4項

の規定においてその例によるものとされる場合を含む。）により施術機関を指定したので、次のとおり告

示する。 

令和4年9月16日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

指 定 

番 号 
氏   名 住所又は名称及び所在地 

指 定 

年月日 

岩は新 

17-04 

武本翼 つばさ鍼灸整骨院（はり・きゅう） 

紀の川市粉河771-12-202 

令和 

4.6.6 
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和歌山県告示第1053号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）第14条第4項の規

定においてその例によるものとされる場合を含む。）により指定した医療機関の変更について届出があっ

たので、次のとおり告示する。 

令和4年9月16日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

指 定 

番 号 

届出者の 

名  称 

変更事項（主たる事務所の所在地） 指定事業所の 

名    称 

指定事業所の 

所  在  地 

変 更 

年月日 旧 新 

御訪新 

6-03 

株式会社エム

ズケア 

御坊市薗96 日高郡日高町萩原

1535 

訪問看護ステーシ

ョンひだかスマイ

ル 

御坊市湯川町財部

706-5 

令和 

4.8.1 

 

和歌山県告示第1054号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第1項の規定により、県営ため池等整備事業上新池地区につ

き土地改良事業計画を定めたので、同条第5項の規定により公告し、当該土地改良事業計画書の写しを次

のとおり縦覧に供する。 

なお、この土地改良事業計画について不服があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以

内に和歌山県知事に審査請求をすることができる。 

また、この土地改良事業計画については、上記の審査請求のほか、この土地改良事業計画が定められた

ことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、和歌山県を被告（和歌山県知事が被告の代表者とな

る。）として、この土地改良事業計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、縦覧期間満了の

日の翌日から起算して15日以内に審査請求をした場合には、この土地改良事業計画の取消しの訴えは、そ

の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。 

なお、この土地改良事業計画が定められたことを知った日又は当該審査請求に対する裁決の送達を受け

た日の翌日から起算して6か月以内であっても、この土地改良事業計画が定められた日又は当該審査請求

に対する裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、この土地改良事業計画の取消しの訴

えを提起することができなくなる。 

令和4年9月16日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 縦覧に供する書類 

土地改良事業計画書の写し 

2 縦覧期間 

令和4年9月20日から同年10月19日まで 

3 縦覧場所 

和歌山県農林水産部農林水産政策局農業農村整備課、那賀振興局農林水産振興部農地課及び紀の川市

農林商工部農林整備課 

 

和歌山県告示第1055号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更したので告

示する。 

この関係図面は、和歌山県県土整備部道路局道路保全課において告示の日から30日間一般の縦覧に供す

る。 
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令和4年9月16日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 道路の種類 一般国道 

2 路線名 424号 

区     間 新旧の別 

敷 地 の 

幅  員 

 

延  長 

 

備     考 

メートル メートル  

日高郡みなべ町徳蔵字白田156

番6地先から同町筋字下外川原2

63番1地先まで 

旧 
7.61 

～  
17.38 

440.08 
 

 

同上 新 
10.36 

～  
17.38 

440.00  
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